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(57)【要約】
【課題】培養容器の外径寸法に製造誤差等による寸法変
化がある、あるいは異なるサイズの培養容器であっても
培養容器が移動しないように保持することができる培養
容器アダプタを提供すること。
【解決手段】培養容器４を載置するベース部材３１と、
前記ベース部材３１に載置された前記培養容器４を保持
する保持部材３２と、前記保持部材３４を前記ベース部
材３１に形成された径方向に延びるガイド溝３５に沿っ
て移動させる押圧力を付与する押圧力付与手段とを有す
ることを特徴とする培養容器アダプタ。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　培養容器を載置するベース部材と、
　前記ベース部材に載置された前記培養容器を保持する保持部材と、
　前記保持部材を前記ベース部材に形成された径方向に延びるガイド溝に沿って移動させ
る押圧力を付与する押圧力付与手段とを有することを特徴とする培養容器アダプタ。
【請求項２】
　前記ベース部材は、当該ベース部材の中心を中心とする開口部を有し、
　前記保持部材を複数有し、当該保持部材は、前記ベース部材の中心に対して周方向に等
間隔に離間して配置されていることを特徴とする請求項１に記載の培養容器アダプタ。
【請求項３】
　前記複数の保持部材は、前記押圧力付与手段の押圧力により径方向に一体に動き、前記
培養容器と点状または線状に接触する形状に形成されており、前記培養容器と接触する部
分に弾性体を有することを特徴とする請求項２に記載の培養容器アダプタ。
【請求項４】
　前記押圧力付与手段は前記ベース部材上に回転可能に配設された略輪帯形状の部材から
なり、
　前記略輪帯形状部材は、その内周に前記保持部材と接触する所定長の接触部を有し、
　前記接触部は、前記略輪帯形状部材を回転した際、前記保持部材を前記径方向に移動さ
せる形状に形成されていることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の培養
容器アダプタ。
【請求項５】
　前記押圧力付与手段は前記ベース部材上に回転可能に配設された略輪帯形状の部材から
なり、
　前記略輪帯形状部材には、前記保持部材が係合するカム溝が形成され、
　前記略輪帯形状部材を回転した際、前記保持部材が前記カム溝に沿って動くことで当該
保持部材は前記径方向に移動することを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載
の培養容器アダプタ。
【請求項６】
　前記略輪帯形状部材を固定する固定部材と、
　前記略輪帯形状部材を一方向に回転するための付勢力を付与する付勢力付与部材とを有
することを特徴とする請求項４または５に記載の培養容器アダプタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、細胞等を培養する際の培養容器を保持する培養容器アダプタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、経時的に細胞を培養して細胞の観察を行う装置では、細胞が入れられた複数の培
養容器が細胞培養装置内に保管され、観察の際に観察ステージに移動することが行われる
。この際、培養容器が移動しないように保持することが必要であり、これを解決するため
の培養容器アダプタが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－３３３８２３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の培養容器アダプタでは、所定の寸法で形成された壁に培養容器の
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外周部を嵌合させて保持するため、培養容器の外径寸法に製造誤差がある場合やメーカー
により外形寸法にばらつきがある場合等（例えば３５ｍｍの培養容器の場合、ばらつきは
３５～３９ｍｍ）、培養容器アダプタに培養容器をセットしたのち自動培養観察装置にこ
の培養容器アダプタをセットしたり、細胞観察のために、培養容器をセットした培養容器
アダプタを自動培養観察装置内で移動させたりした際、セットしてある培養容器が培養容
器アダプタ内で移動して当初設定した観察細胞位置にずれが生じ、移動した細胞位置が、
培養中に細胞が移動して生じたものか、あるいは培養容器がずれて生じたものかが判定で
きなくなると言う問題がある。
【０００５】
　また、従来の培養容器アダプタは異なるサイズの培養容器に対応できないため、培養容
器のサイズ毎にアダプタを製作しなければならず、製作コストが嵩むという問題があった
。
【０００６】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、培養容器の外径寸法に製造誤差等に
よる寸法変化がある、あるいは異なるサイズの培養容器であっても培養容器が移動しない
ように保持することができる培養容器アダプタを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明は、培養容器を載置するベース部材と、前記ベース部
材に載置された前記培養容器を保持する保持部材と、前記保持部材を前記ベース部材に形
成された径方向に延びるガイド溝に沿って移動させる押圧力を付与する押圧力付与手段と
を有することを特徴とする培養容器アダプタを提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、培養容器の外径寸法に製造誤差等による寸法差がある、あるいは異な
るサイズの培養容器であっても、培養容器が移動しないようにこれを保持することができ
る培養容器アダプタを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態に係る培養容器アダプタを使用する自動培養観察装置の構成図を示す。
【図２】実施形態に係る培養容器アダプタを示し、（ａ）は部分断面を含む平面図を、（
ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線に沿った断面図を、（ｃ）は部分断面を含む側面図をそれぞれ示
す。
【図３】実施形態に係る培養容器アダプタの培養容器設置開始時の状態を示し、（ａ）は
部分断面を含む平面図を、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ線に沿った断面図をそれぞれ示す。
【図４】実施形態に係る培養容器アダプタの培養容器設置後の状態を示し、（ａ）は部分
断面を含む平面図を、（ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ線に沿った断面図をそれぞれ示す。
【図５】実施形態に係る培養容器アダプタを載置するホルダを示し、（ａ）は平面図を、
（ｂ）は（ａ）のＤ－Ｄ線に沿った断面図を、（ｃ）は培養容器アダプタを取り付けた状
態の平面図をそれぞれ示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本願の実施形態に係る培養容器アダプタおよび自動培養観察装置について図面を
参照しつつ説明する。なお、以下の実施の形態は、発明の理解を容易にするためのものに
過ぎず、本願発明の技術的思想を逸脱しない範囲において当業者により実施可能な付加・
置換等を施すことを排除することは意図していない。
【００１１】
　はじめに、本願の実施形態に係る自動培養観察装置の全体的な構成について説明する。
【００１２】
　図１に示すように自動培養観察装置１は、標本２および培養液３が注入された培養容器
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４を収容して恒温および恒湿の雰囲気に維持する恒温装置５と、培養した標本２を観察す
るための位相差顕微鏡６とからなる。培養容器４は後述する本願の実施形態に係る培養容
器アダプタ３０で保持され、搬送装置８の搬送アーム１２で搬送する際に使用する図５に
示すホルダ２９上に載置される。
【００１３】
　恒温装置５内には、複数の培養容器アダプタ３０を収容するスタッカー７と、培養容器
４を位相差顕微鏡６へ搬送するための搬送装置８が備えられている。
【００１４】
　スタッカー７は、培養容器４を載置するための複数の棚９からなる。
【００１５】
　搬送装置８は、上下方向へ延びた支柱１０と、駆動部１１により支柱１０に沿って上下
動可能な搬送アーム１２とからなる。なお、この搬送アーム１２は駆動部１３によって水
平方向への移動も可能である。この構成により搬送アーム１２は、スタッカー７に収容さ
れているホルダ２９上の培養容器４をホルダ２９とともに上下水平方向へ搬送することが
可能となる。
【００１６】
　位相差顕微鏡６は、恒温装置５の下側に設けられており、照明装置１５と、ステージ１
６と、顕微鏡本体１７とを有してなる。また、位相差顕微鏡６の顕微鏡本体１７は、ステ
ージ１６側から順に、対物レンズ２０と、結像レンズ２１と、撮像部２２とを備えている
。
【００１７】
　図１に示すように本実施形態では、位相差顕微鏡６の一部が恒温装置５の内部へ延在し
ており、この部分に照明装置１５が配置されている。また、位相差顕微鏡６において顕微
鏡本体１７は、恒温装置５よりも下側であって照明装置１５と対向する位置に備えられて
いる。そしてステージ１６は、恒温装置５内の底面上であって、照明装置１５と顕微鏡本
体１７の間の位置に配置されている。なお、恒温装置５および位相差顕微鏡６において、
位相差顕微鏡６の光路に対応する各々の筐体の壁面は透明部材で構成されている。
【００１８】
　以上の構成により本自動培養観察装置１では、恒温装置５に複数の培養容器４を収容し
て多数の標本２を培養し、これを位相差顕微鏡６によって観察することができる。なお、
本自動培養観察装置１では、恒温装置５の外部に位相差顕微鏡６、および搬送装置８の駆
動部１１,１３が設けられているため、恒温装置５への熱的影響を低減することができる
。
【００１９】
　次に、本願実施形態に係る培養容器アダプタについて詳説する。図２は、本願実施形態
に係る培養容器アダプタの一実施形態を示す。図２に示すように、培養容器アダプタ３０
は、円筒部３１ａと底部３１ｂとからなる有底円筒形状のベース部材３１と、底部３１ｂ
に回転可能に配置された略輪帯形状の回転移動部材３２とを有している。ベース部材３１
の底部３１ｂは培養容器４を載置する載置部を兼ねており、底部３１ｂの中央部は上述の
位相差顕微鏡６で観察する際の照明光を透過するための開口部３１ｃとなっている。開口
部３１ｃの直径は、載置する培養容器４の底部の最も小さい直径より小さく形成されてい
る。
【００２０】
　また回転移動部材３２の外周部は、円筒部３１ａの内周部に摺動可能に配置されている
。また、ベース部材３１の底部３１ｂの中心Ｏと回転移動部材３２の回転中心とは同一に
なるように構成されている。
【００２１】
　また、回転移動部材３２は、ベース部材３１の円筒部３１ａの上部に配置された３個の
ピン３３で、ベース部材３１から脱落しないようにかつ回転可能に支持されている。
【００２２】
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　また、ベース部材３１の底部３１ｂには、底部３１ｂの中心Ｏに対して周方向に等間隔
（図示の場合、１２０°間隔）に離間して、培養容器４を保持する３個の略円柱状の保持
部材３４ａ、３４ｂ、３４ｃが配置されている。また、底部３１ｂには、この３個の保持
部材３４ａ～３４ｃを径方向に移動させるための３本のガイド溝３５ａ、３５ｂ、３５ｃ
が形成されている。このガイド溝３５ａ～３５ｃは、底部３１ｂの中心Ｏに対して周方向
に等間隔（図示の場合、１２０°間隔）に離間して設けられている。
【００２３】
　保持部材３４ａ～３４ｃは、ベース部材３１の底部３１ｂの裏側からガイド溝３５ａ～
３５ｃに挿通されたネジ等で、ガイド溝３５ａ～３５ｃに沿って移動可能に支持されてい
る。
【００２４】
　輪帯形状に形成された回転移動部材３２の内周側には、３個の保持部材３４ａ～３４ｃ
の外径部にそれぞれ接触する接触部３２ａ、３２ｂ、３２ｃが形成されている。
各接触部３２ａ～３２ｃは、後述する溝部３８の周方向長さ分の周方向長さを少なくとも
有している。各接触部３２ａ～３２ｃにおける回転移動部材３２の径方向幅は、各接触部
の一方の周方向端部から底部３１ｂの中心Ｏまでの距離と、他方の周方向端部から底部３
１ｂの中心Ｏまでの距離とが異なるように、回転移動部材３２の周方向に沿って変化して
いる。
【００２５】
　本培養容器アダプタ３０は、回転移動部材３２の回転によって、３個の保持部材３４ａ
～３４ｃのガイド溝３５ａ～３５ｃに沿った径方向移動距離をほぼ同等に変化させること
ができるように構成されている。これにより、接触部３２ａ～３２ｃに接触した保持部材
３４ａ～３４ｃは、回転移動部材３２を時計方向あるいは反時計方向に回転することで、
底部３１ｂの中心Ｏからの距離が近づいたり遠くなったりと、径方向に沿って（図中の矢
印で示す）移動することができる。
【００２６】
　また、回転移動部材３２には、回転移動部材３２を回転する時に作業者が指で摘んで使
用する回転ノブ３６と、回転移動部材３２の回転を固定する固定ローレットネジ３７に係
合する溝部３８が形成されている。溝部３８は回転移動部材３２の一部に周方向に沿って
形成され、回転移動部材３２の回転移動量を規制する役目を持っている。固定ローレット
ネジ３７は、ベース部材３１の底部３１ｂにネジ止めされる。固定ローレットネジ３７を
締め付けることによって、回転移動部材３２を底部３１ｂと固定ローレットネジ３７とで
挟み込み固定することができ、固定ローレットネジ３７を緩めることによって、回転移動
部材３２を回転可能にすることができる。
【００２７】
　また、回転移動部材３２に時計方向の回転力を与えるために周方向に沿って配置された
バネ部材３９が、ベース部材３１と回転移動部材３２とに所定の固定部材（例えば、固定
ピン等）を介して接続されている。
【００２８】
　このようにして、本願の実施形態に係る培養容器アダプタ３０が構成されている。
【００２９】
　次に、本培養容器保持部材３０における培養容器４の保持の仕方について図２、図３を
参照しつつ説明する。
【００３０】
　図３において、作業者は、培養容器４をベース部材３１の載置部（底部）３１ｂに載置
するために固定ローレットネジ３７を緩め、回転ノブ３６を指で摘んで回転移動部材３２
を反時計方向に回転させて回転ノブ３６を溝部３８の周方向の一端部に当接させ、固定ロ
ーレットネジ３７を締め付けて回転移動部材３２を固定する。このとき、バネ部材３９は
伸びて回転移動部材３２に時計方向の回転力を付与する状態になる。この状態で３個の保
持部材３４ａ～３４ｃは、径方向に自由に移動できる状態になる。
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【００３１】
　作業者は、培養容器４を載置部３１ｂの所定位置に設置する。３個の保持部材３４ａ～
３４ｃの上端部付近はベース部材３１の底部３１ｂの中心Ｏ方向に傾斜するテーパ状に形
成されているため、培養容器４の底面を保持部材３４ａ～３４ｃの上端部に押し当てるこ
とにより３個の保持部材３４ａ～３４ｃが径方向外方に移動して培養容器４を載置部３１
ｂに設置することができる。
【００３２】
　作業者は、培養容器４が浮き上がらないように、培養容器４の上方から培養容器４が載
置部３１ｂ上ですべることができる程度に軽く手で抑えながら固定ローレットネジ３７を
緩める。回転が自由となった回転移動部材３２は、バネ部材３９の付勢力によって時計方
向に回転し、回転移動部材３２の接触部３２ａ～３２ｃが保持部材３４ａ～３４ｃに押圧
力を付与してこれら保持部材３４ａ～３４ｃをガイド溝３５ａ～３５ｃに沿ってそれぞれ
中心Ｏ方向に移動させ、保持部材３４ａ～３４ｃの外周部分が培養容器４の外径部分に接
触すると共にバネ部材３９の付勢力によって培養容器４が押圧される。
【００３３】
　図４に示すように、バネ部材３９の付勢力によって回転移動部材３２が回転し、３個の
保持部材３４ａ～３４ｃは、ベース部材３１の底部３１ｂの中心Ｏに向かってほぼ等しい
押圧力が与えられる。この結果、培養容器４は、その中心がベース部材３１の底部３１ｂ
の中心Ｏとほぼ一致する位置まですべり、３個の保持部材３４ａ～３４ｃの押圧力がバラ
ンスし停止する。この状態で、図４に示すように、培養容器４の外周部と保持部材３４ａ
～３４ｃとの接触部からベース部材３１の底部３１ｂの中心Ｏまでの距離（Ｘ、Ｙ、Ｚ）
をほぼ等距離（Ｘ＝Ｙ＝Ｚ）にすることができる。
【００３４】
　その後、作業者は、固定ローレットネジ３７を締め付けることで回転移動部材３２を回
転しないように固定する。これにより、保持部材３４ａ～３４ｃによって培養容器４はベ
ース部材３１に保持固定される。この結果、培養容器４は、作業者等による培養容器アダ
プタ３０の移動時や搬送アームによる移動時でもその位置がずれることなく固定維持され
る。
【００３５】
　このように、本培養容器アダプタ３０によれば、培養容器４の中心と培養容器アダプタ
１０の中心を容易に一致させることができる。自動観察装置１では、このように中心位置
が一致していることで、自動観察時において事前に各培養容器内の中心位置からの観察位
置を設定しておくことで、中心を基準に各観察位置にすばやく移動することができる。
【００３６】
　また、本培養容器アダプタ３０は、培養容器４の外径寸法に変動があっても保持部材３
４ａ～３４ｃの径方向位置が変化することで寸法変化を吸収することができ、外径寸法精
度がばらついているような安価な培養容器４を使用することができる。
【００３７】
　また、本培養容器アダプタ３０は、保持部材３２ａ～３２ｃを径方向に移動することが
できるので、外径寸法の異なる培養容器４（例えば、φ３５ｍｍの培養容器やφ６０ｍｍ
の培養容器など）であっても確実に保持することができる。
【００３８】
　次に、培養容器アダプタの変形例について説明する。
【００３９】
　（変形例１）
　変形例１に係る培養容器アダプタは、上記実施形態の培養容器アダプタ３０において、
回転移動部材３２に時計方向の回転力を付与するバネ部材３９を設置していないものであ
る。培養容器４への押圧力は、作業者が回転移動部材３２を反時計方向に回転させて培養
容器４を載置部３１ｂにセットした後、回転ノブ３６を指で摘んで回転移動部材３２を時
計方向に回転させて回転移動部材３２の内周部の接触部３２ａ～３２ｃを保持部材３４ａ
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～３４ｃに押圧したのち、固定ローレットネジ３７を締め付け回転移動部材３２の回転を
止めることで保持部材３４が培養容器４を押圧する構成である。その他の構成は、上記実
施形態と同様である。これにより、変形例１に係る培養容器アダプタは、実施形態と同様
の効果を奏することができる。
【００４０】
　（変形例２）
　変形例２に係る培養容器アダプタは、上記実施形態の培養容器アダプタ３０において、
回転移動部材３２が回転することによって保持部材３４ａ～３４ｃを径方向に沿って移動
させるカム溝と、このカム溝に保持部材３４ａ～３４ｃを係合させたカム機構を有してい
る。その他の構成は、上記実施形態と同様である。これにより、変形例２に係る培養容器
アダプタは、実施形態と同様の効果を奏することができる。なお、変形例２に係る培養容
器アダプタの場合、回転移動部材３２として光学的に透明な部材からなる円板状の部材を
用いても良い。これにより、回転移動部材の中央部に光透過用の開口部を開ける必要がな
く、回転移動部材の強度を向上させることができる。
【００４１】
　（変形例３）
　変形例３に係る培養容器アダプタは、上記実施形態の培養容器アダプタ３０において、
径方向に移動する保持部材３２ａ～３２ｃをベース部材３１の底部３１ｂの中心Ｏ方向に
付勢する、例えば、バネ部材、弾性部材等の伸縮部材を、保持部材３２ａ～３２ｃとベー
ス部材３１の円筒部３１ａの内周面との間にそれぞれ配置して構成されている。このよう
に構成することで、回転移動部材３２、回転ノブ３６、固定ローレットネジ３７、および
バネ部材３９とが不要となり、培養容器アダプタの構成を簡略化、低価格化することがで
きる。
【００４２】
　培養容器４を培養容器アダプタにセットする時は、作業者が保持部材３２ａ～３２ｃを
押し広げながら培養容器４をベース部材３１の底部３１ｂに載置する。載置後、それぞれ
に配置された伸縮部材によって保持部材３２ａ～３２ｃが底部３１ｂの中心Ｏ方向に押圧
され、保持部材３２ａ～３２ｃは、底部３１ｂに載置された培養容器４が培養容器アダプ
タ内で移動しないように培養容器４を保持することができる。
【００４３】
　次に、以上の実施形態及び変形例で説明してきた培養容器アダプタ３０を載置するホル
ダ２９について説明する。図５（ａ）、（ｂ）に示すように、ホルダ２９は、矩形状の底
部２３と、底部２３の長手方向の側部から上方に延びる立壁部２４と、立壁部２４の上端
から側方に突出して延びる鍔部２５とから成り、底部２３の幅方向略中央には、縦方向に
離間して円形状の穴部２６が２つ設けられ、それぞれの穴部２６を取り囲むように、本願
の実施形態に係る培養容器アダプタ３０を保持するための培養容器アダプタ保持用凹部２
７が構成されている。穴部２６の直径は、培養容器アダプタ３０の開口部３１ｃの直径と
同等に構成され、培養容器アダプタ保持用凹部２７の直径は、培養容器アダプタ３０の外
径と同等に構成されている。なお、本実施形態では、２つの穴部２６を有するホルダ２９
を一例として示したが、培養容器アダプタ３０に用いるホルダはこれに限られず、例えば
穴部を１個のみ有するホルダや、３個以上有するホルダを用いても良い。
【００４４】
　図５（ｃ）は、培養容器４が設置された培養容器アダプタ３０を培養容器アダプタ保持
用凹部２７に設置した状態を示す。このとき、培養容器アダプタ３０は、外周部が培養容
器アダプタ保持用凹部の壁部２７ａと接触した状態で培養容器アダプタ用凹部２７に嵌合
しており、ホルダ２９に堅固に固定されている。
【００４５】
　このようなホルダと培養容器アダプタとは、別体に準備して使用時に作業者が培養容器
アダプタ３０をホルダ２９に設置するように構成しても良いし、加締め固定や、接着剤や
ネジ止めによる固定等により培養容器アダプタ３０をホルダ２９の培養容器アダプタ用凹
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部２７上に予め固定し、培養容器アダプタ３０とホルダ２９とを一体に構成しても良い。
また、ホルダと培養容器アダプタとを別体として準備せず、培養容器アダプタ３０を構成
する部材をホルダ上に配置した培養容器アダプタ付ホルダとしても良い。
【００４６】
　なお、以下の内容は、本願の培養容器アダプタの効果を損なわない範囲で適宜採用する
ことが可能である。
【００４７】
　培養容器アダプタにおいて、保持部材を偶数個配置する際は、保持部材をベース部材の
中心に対して対称な位置に配置することが好ましい。対称な位置に配置することで培養容
器を安定して保持することができる。
【００４８】
　培養容器アダプタにおいて、保持部材を奇数個配置する際は、ベース部材の中心に対す
る保持部材の移動方向の角度（中心角度）がほぼ等しい角度になる位置に配置することが
好ましい。中心角度をほぼ等しくすることで培養容器を安定して保持することができる。
【００４９】
　培養容器アダプタにおいて、保持部材の形状は、培養容器と点接触する形状が好ましい
。例えば、図２（ｂ）に示すように、保持部材の縦断面が多角形（五角形）に形成し、一
つの頂点が培養容器に接触するように構成しても良い。点接触形状にすることで、外側が
傾斜して形成された培養容器であっても保持部材を安定して保持することができる。
【００５０】
　培養容器アダプタにおいて、保持部材の形状は、培養容器と線接触する形状が好ましい
。例えば、保持部材の横断面が円形あるいは多角形（五角形）に形成し、一つの頂点が培
養容器に接触するように構成しても良い。線接触形状にすることで、外側が傾斜して形成
された培養容器であっても保持部材を安定して保持することができる。
【００５１】
　培養容器アダプタにおいて、保持部材が培養容器と接触する部分の形状は、断面がコ字
状に形成されていることが好ましい。保持部材の形状をコ字状に形成することで、一つの
保持部材が円筒状に形成された培養容器の外周部分を２箇所で保持することができるので
安定して培養容器を保持することができる。
【００５２】
　培養容器アダプタにおいて、保持部材の培養容器との接触部は、ゴム、プラスチックな
どの弾性体で形成されていることが好ましい。接触部が弾性変形することで外側が傾斜し
て形成された培養容器であっても保持部材を安定して保持することができる。
【００５３】
　培養容器アダプタにおいて、径方向に移動する保持部材の数は少なくとも１個あればよ
い。径方向に移動する保持部材を少なくとも１個配置し、残りの保持部材を載置部に培養
容器を保持するための突起部材（固定部材）として設けることで、培養容器を保持するこ
とができる。
【００５４】
　培養容器アダプタにおいて、ベース部材は、円筒状に限られず矩形状であっても良い。
この際、回転する回転移動部材の外径は、矩形の内側に内接する形状であれば実施形態と
同様の効果を奏することができる。
【００５５】
　培養容器アダプタにおいて、ベース部材の中心と培養容器の中心とはずれていても良い
。培養容器をベース部材に確実に保持できれば、自動培養観察装置内での移動時に培養容
器の移動を防ぐことができる。
【００５６】
　培養容器アダプタにおいて、ベース部材が金属、不透明プラスチック等で形成されてい
る場合は、観察光を透過する開口部をベース部材に設けることが好ましい。また、この開
口部を透明なガラス部材やプラスチック部材で覆っても良い。開口部を覆うことで載置さ
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【００５７】
　培養容器アダプタにおいて、ベース部材、回転移動部材、保持部材等は、光学的に透明
なプラスチック部材、特に耐熱プラスチック、強化プラスチックなどで形成されているこ
とが好ましい。この際、ベース部材の開口部はあっても無くても良い。プラスチック部材
で構成することで、培養容器アダプタを樹脂成型法により大量、安価に製造することがで
きる。
【００５８】
　培養容器アダプタは、消毒液、例えば過酸化水素水などで洗浄可能な部材で形成されて
いることが好ましい。消毒液で洗浄しても変質しないことで、培養容器アダプタを繰り返
し使うことができコストダウンを図ることができる。
【００５９】
　培養容器アダプタにおいて、保持部材の弾性部材は、消毒液で劣化しないゴム、プラス
チックなどで形成されていることが好ましい。消毒液で洗浄しても変質しないことで、培
養容器アダプタを繰り返し使うことができコストダウンを図ることができる。
【００６０】
　培養容器アダプタにおいて、バネ部材は、金属、プラスチックなどを使用することがで
きる。
【符号の説明】
【００６１】
　１　　自動培養観察装置
　２　　標本
　３　　培養液
　４　　培養容器
　５　　恒温装置
　６　　位相差顕微鏡
　７　　スタッカ－
　８　　搬送装置
　９　　棚
　１０　支柱
　１１、１３　駆動部
　１５　照明装置
　１６　ステージ
　１７　顕微鏡本体
　２０　対物レンズ
　２１　結像レンズ
　２２　撮像部
　３０　培養容器アダプタ
　３１　ベース部材
　３２　回転移動部材
　３３　ピン
　３４　保持部材
　３５　ガイド溝
　３６　回転ノブ
　３７　固定ローレットネジ
　３８　溝部
　３９　バネ部材
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